
申請前に必ず確認してください！

歳末援護金の対象です

歳末援護金の対象
ではありません

歳末援護金の対象
ではありません

【配分対象となる世帯について】
※�同一敷地内での別棟・隣家や同一世帯において世帯分離登録している方、� �
施設入所や長期入院（３か月以上）などで在宅でない場合は対象外。

※別紙　歳末援護金　申請のご案内【申請に必要な提出書類】をご提出ください。

次のすべての項目に該当しますか？

次のいずれか１つに該当しますか？

□�（１） 令和５年１月１日以前から阿見町に住民登録がある
□�（２） 世帯全員が住民税非課税である
□�（３） 生活保護を受給していない

□�ア .
障害者のいる世帯
（身体障害者手帳１・２級、療育手帳ⒶまたはＡ、精神障害者保健福祉手帳１級）

□�イ . 75 歳以上のひとり暮らし高齢者世帯

□�ウ .
準要保護世帯
（教育委員会より準要保護児童・生徒認定され、就学援助を受給している）

□�エ .
ひとり親世帯
（18 歳到達後の最初の３月 31 日までの間にある児童を扶養し、児童扶養手当を受
給しているひとり親世帯）

□�オ .
交通遺児世帯
（両親またはどちらか一方を交通事故により失った 18 歳到達後の最初の３月 31 日
までの間にある児童を扶養している世帯）

□�カ . 65 歳以上で要介護４以上の認定を受けている方のいる世帯

はい

はい

いいえ

いいえ


